
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
行
政
企
画
課
）

一

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
五
十
一
号

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
香
川
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
一
健
康
福
祉
部
の
項
中

「

を
」

「

香
川
県
東
讃
保
健
福
祉
事
務
所

次
長

主
管
課
長
又
は
主
管
室

長
香
川
県
中
讃
保
健
福
祉
事
務
所

香
川
県
西
讃
保
健
福
祉
事
務
所

に
、

」

「

を
」

「

香
川
県
西
讃
保
健

所
主

管
課

長
生
活
福
祉
総
務
課
長

に
、

」

「

香
川
県
身
体
障
害
者
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ

シ
ン
セ
ン
タ

身
体
障
害
者
相
談

所
次

長
あ
ら
か
じ
め
所
長
が
指

定
す
る
職
員

香
川
県
知
的
障
害
者
相
談
所

次
長

あ
ら
か
じ
め
所
長
が
指

定
す
る
職
員

香
川
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ

指
導

課
長

を
」

「

香
川
県
立
斯
道
学

園
次

長

香
川
県
立
亀
山
学

園
次

長

香
川
県
身
体
障
害
者
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ

シ
ン
セ
ン
タ

身
体
障
害
者
相
談

所
次

長
あ
ら
か
じ
め
所
長
が
指

定
す
る
職
員

香
川
県
立
川
部
み
ど
り
園

次
長

主
管

課
長

香
川
県
知
的
障
害
者
相
談
所

次
長

あ
ら
か
じ
め
所
長
が
指

定
す
る
職
員

香
川
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ

指
導

課
長

香
川
県
立
保
健
医
療
大
学

教
務
及
び
図
書
館
に
関

す
る
事
務
に
つ
い
て
は

副
学
長
�
そ
の
他
の
事

務
に
つ
い
て
は
事
務
局

長

教
務
に
つ
い
て
は
学
生

部
長
�
図
書
館
に
関
す

る
事
務
に
つ
い
て
は
図

書
館
長
�
そ
の
他
の
事

務
に
つ
い
て
は
事
務
局

次
長

に
」

改
め
、

「

号外８

平 成１６年

３月３１日（水曜日）

規

則

香
川
県
東
讃
保
健
福
祉
事
務
所

次
長

主
管
課
長
又
は
主
管
室

長
香
川
県
西
讃
保
健
福
祉
事
務
所

香
川
県
西
讃
保
健

所
主

管
課

長
生
活
福
祉
総
務
課
長

香
川
県
中
讃
福
祉
事
務
所

主
管

課
長

地
域
福
祉
課
長

香
川
県
立
斯
道
学

園
次

長

香
川
県
中
讃
保
健
所
坂
出
支
所

主
管

課
長

香
川
県
中
讃
保
健
所
琴
平
支
所

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

ー
ョ

ー

ー

ョ
ー

ー

ー

香

川

県

報

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

（
号
外
八
）

一



を
」

削
り
、
同
表
農
政
水
産
部
の
項
中
「事

務
部
長

」
を
「主

管
課
長

」
に
改
め
、
同
表
土
木
部
の
項
中

「

香
川
県
サ
ン
ポ

ト
高
松
推
進
事
務

所
次

長

を
」

削
る
。

別
表
二
一
般
関
係
事
務
の
項
備
考
の
欄
中
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
三
号
と
し
、
第

六
号
を
第
四
号
と
し
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
同
表
服
務
関
係
事
務
の
項
所
長
等
専
決
事
項
の
欄
第
四

号
中
「別

表
３
総
務
部
行
政
企
画
課
の
表
職
員
の
服
務
等
関
係
事
務
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
１

」
を
「

別
表
３
総
務
部
人
事
・
行
革
課
の
表
職
員
の
服
務
等
関
係
事
務
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
１

」
に
改
め
、

同
項
備
考
の
欄
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「希

望
の
家
等
の
厚
生
施
設
を
利
用
す
る
場
合
又
は
永
年
会
員
記

念
旅
行
補
助
制
度

」
を
「さ

わ
や
か
旅
行
補
助
制
度
又
は
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
旅
行
補
助
制
度

」
に
改
め
、
同

表
建
設
工
事
執
行
関
係
事
務
の
項
備
考
の
欄
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
小
豆
総
合
事
務
所
の
監
理
課
、
保
全
課
、
建
設
課
及
び
開
発
課
の
事
務
に
関
し
所
長
を
補
佐

す
る
次
長
（
以
下
「
土
木
担
当
次
長
」
と
い
う
。
）
は
、
小
豆
総
合
事
務
所
長
に
委
任
さ
れ
た

１
（
１
件
３
，０００
万
円
未
満
の
工
事
に
限
る
。
）
及
び
３
か
ら
８
ま
で
の
事
項
を
、
常
時
、
所

長
に
代
わ
つ
て
決
裁
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
土
木
担
当
次
長
が
不
在
の
と

き
は
、
主
管
課
長
が
こ
れ
ら
の
事
項
を
、
一
時
、
土
木
担
当
次
長
に
代
わ
つ
て
決
裁
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

別
表
二
財
務
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
十
八
号
ア
中
「未

満

」
の
次
に
「又

は
使
用
面

積
が
１０
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

」
を
加
え
、
同
項
同
欄
第
二
十
二
号
ア
中
「未

満

」
の
次
に
「又

は
貸
付
面

積
が
１０
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

」
を
加
え
、
同
項
備
考
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３
土
木
担
当
次
長
は
、
小
豆
総
合
事
務
所
長
に
委
任
さ
れ
た
５
の
事
項
の
う
ち
、
１
件
３００
万

円
未
満
の
委
託
料
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
、
工
事
請
負
費
、
１
件
５
，０００
万
円
未
満
の
公
有
財

産
購
入
費
並
び
に
１
件
５
，０００
万
円
未
満
の
補
償
、
補
填
及
び
賠
償
金
に
係
る
も
の
を
、
常
時
、

所
長
に
代
わ
つ
て
決
裁
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
土
木
担
当
次
長
が
不
在
の

と
き
は
、
主
管
課
長
が
当
該
事
項
を
、
一
時
、
土
木
担
当
次
長
に
代
わ
つ
て
決
裁
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

別
表
三
小
豆
総
合
事
務
所
（
環
境
管
理
室
）
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の
項

「

「
中

法

…廃
棄
物
の
処
理

�����

及
び
清
掃
に
関

�����

す
る
法
律

法

…廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律

������������省

…廃
棄
物
の
処
理

������������

及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
施
行

規
則

を

に
改
め
、
同
項
所
長
等
委
任
事
項
の

」

」

欄
第
五
号
中
「９

条
の
２
第
１
項

」
の
次
に
「�

９
条
の
２
の
２
第
１
項
・
２
項

」
を
加
え
、
同
項
同
欄

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

１２
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
に
係
る
届
出
を
受
け
、
及
び
そ
の

受
理
証
を
交
付
す
る
こ
と
。
（
法
１５
条
の
２
の
４
、
省
１２
条
の
７
の
７
第
４
項
・
５
項
）

別
表
三
小
豆
総
合
事
務
所
（
環
境
管
理
室
）
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の
項

所
長
等
専
決
事
項
の
欄
第
六
号
中
「４

項

」
を
「６

項

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第
九
号
中
「全

部
若
し
く

は
一
部
の

」
を
削
り
、
「１４

条
の
３

」
の
次
に
「�

１４
条
の
３
の
２
第
１
項
・
２
項

」
を
加
え
、
同
項
同

欄
第
十
号
中
「１５

条
の
２
の
４
第
１
項

」
を
「１５

条
の
２
の
５
第
１
項

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第
十
二
号

及
び
第
十
三
号
中
「１５

条
の
２
の
４
第
３
項

」
を
「１５

条
の
２
の
５
第
３
項

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第
十

四
号
中
「法

」
の
次
に
「１５

条
の
２
の
６
�

」
を
加
え
、
同
表
小
豆
総
合
事
務
所
（
森
林
整
備
室
）
森
林

法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
二
号
中
「伐

採

」
の
次
に
「�

択
伐

」
を
、
「４

項

」
の
次

に
「�

３４
条
の
３

」
を
加
え
、
同
項
同
欄
第
三
号
中
「間

伐

」
を
「択

伐
又
は
間
伐

」
に
、
「４４

条

」
を

「３４
条
の
３
第
２
項
�
４４
条

」
に
改
め
、
同
表
小
豆
総
合
事
務
所
（
土
地
改
良
課
）
土
地
改
良
法
関
係
事

務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

１９
団
体
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
専
門
技
術
者
の
委
嘱
を
行
う
こ
と
。

別
表
三
小
豆
総
合
事
務
所
（
土
地
改
良
課
）
土
地
改
良
法
関
係
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

香
川
県
立
亀
山
学

園
次

長

香
川
県
立
川
部
み
ど
り
園

次
長

主
管

課
長

１
た
め
池
の
状
況
又
は
そ
の
変
更
の
届
出
を

受
け
る
こ
と
。
（
条
４
条
１
項
）

２
た
め
池
の
埋
立
て
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

（
条
４
条
２
項
）

た
め
池
の
保
全
に
関

す
る
条
例
関
係
事
務

条
…
た
め
池
の
保
全

に
関
す
る
条
例

ー

����

����

香

川

県

報

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

（
号
外
八
）

二



別
表
三
小
豆
総
合
事
務
所
（
土
地
改
良
課
）
海
岸
法
関
係
事
務
の
項
中
「事

務
を
除
く

」
を
「事

務
に

限
る

」
に
改
め
、
同
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
一
号
中
「次

に
掲
げ
る

」
を
削
り
、
「許
可
事
項
の
変

更
に
あ
つ
て
は
�
変
更
後
の
占
用
又
は
行
為
を
い
う
	

）
」
を
「土

石
の
採
取
を
除
く
	

）を
許
可
し
�

当
該
許
可
事
項
の
変
更

」
に
改
め
、
ア
か
ら
オ
ま
で
を
削
り
、
同
項
同
欄
第
九
号
を
削
り
、
同
項
同
欄
第

八
号
中
「徴

収
し

」
の
次
に
「�

減
免
し

」
を
、
「１

条

」
の
次
に
「�
４
条

」
を
加
え
、
同
号
を
同
項

同
欄
第
九
号
と
し
、
同
項
同
欄
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

４
海
岸
管
理
者
以
外
の
者
が
施
行
す
る
海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
工
事
の
設
計
及
び
実
施
計
画

を
承
認
し
、
又
は
当
該
承
認
に
代
わ
る
国
等
か
ら
の
協
議
に
応
ず
る
こ
と
（
施
行
面
積
が
３００

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
。
（
法
１３
条
）

別
表
三
小
豆
総
合
事
務
所
（
土
地
改
良
課
）
海
岸
法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
十
号
中

「着
手
又
は

」
を
削
り
、
同
表
小
豆
総
合
事
務
所
（
監
理
課
）
道
路
法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項

の
欄
第
二
十
号
中
「又

は
こ
れ
を

」
を
「減

免
し
�
又
は

」
に
、
「１

条

」
を
「１

条
�
２
条
３
項

」
に

改
め
、
同
表
小
豆
総
合
事
務
所
（
監
理
課
）
海
岸
法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
一
号
中
「

次
に
掲
げ
る

」
を
削
り
、
「許
可
事
項
の
変
更
に
あ
つ
て
は
�
変
更
後
の
占
用
又
は
行
為
を
い
う
	

）
」

を
「土

石
の
採
取
を
除
く
	

）を
許
可
し
�
当
該
許
可
事
項
の
変
更

」
に
改
め
、
ア
か
ら
オ
ま
で
を
削
り
、

減
免
し

」
を
、
「１
条

」
の
次
に
「�

４
条

」
を
加
え
、
同
項
同
欄
第
十
号
を
削
り
、
同
項
同
欄
第
十
一

号
中
「着
手
又
は

」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
十
号
と
し
、
同
項
同
欄
中
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と

し
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
小
豆
総
合
事
務
所
（
監
理
課
）
砂
防

法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
三
号
中
「お

い
て
�
次
に
掲
げ
る

」
を
「お

け
る

」
に
、
「

又
は

」
を
「�

又
は
当
該

」
に
改
め
、
ア
及
び
イ
を
削
り
、
同
項
同
欄
第
四
号
中
「許

可
期
間
が
１
年
以

内
の

」
を
削
り
、
「又

は

」
を
「又

は
当
該

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第
七
号
中
「開

始
�

」
を
削
り
、
「

１０
条
１
項
・
２
項

」
を
「１０

条

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第
十
一
号
中
「
（３

�
４
及
び
５
の
許
可
に
係
る

も
の
に
限
る
	

）
」
を
削
り
、
同
表
小
豆
総
合
事
務
所
（
監
理
課
）
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防

止
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、

第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

５
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
の
施
行
を
命
ず
る
こ
と
。
（
法
１０
条
１
項
・
２
項
）

別
表
三
小
豆
総
合
事
務
所
（
監
理
課
）
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
関
係
事

務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
六
号
中
「急

傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
又
は

」
を
「急

傾
斜
地
崩
壊
危
険

区
域
内
の
土
地
又
は
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
若
し
く
は

」
に
、
「を

検
査
す
る

」
を
「に

関
し
�
当
該

職
員
に
立
入
検
査
を
さ
せ
る

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第
十
号
を
削
り
、
同
項
同
欄
第
十
一
号
中
「６

条
２

項

」
を
「６

条

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
十
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
十
二
号
を
同
項
同
欄
第
十
一

号
と
し
、
同
表
小
豆
総
合
事
務
所
（
監
理
課
）
港
湾
法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
一
号
中

「次
に
掲
げ
る
占
用

（許
可
事
項
の
変
更
に
あ
つ
て
は
�
変
更
後
の
占
用
を
い
う
	

）
」
を
「占

用
を
許

可
し
�
当
該
許
可
事
項
の
変
更

」
に
改
め
、
ア
か
ら
ウ
ま
で
を
削
り
、
同
項
同
欄
第
五
号
中
「行

い
�
又

は
施
設
の
撤
去
等
を
命
ず
る

」を
「行

う

」
に
、
「�

８
及
び
１０

」
を
「及

び
６

」
に
改
め
、
同
項
同
欄

第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
同
項
同
欄
第
八
号
中
「次

に
掲
げ
る
占
用

（許
可
事
項
の
変
更
に
あ
つ
て

規


５
条

」
を
削
り
、
ア
か
ら
ウ
ま
で
を
削
り
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
六
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
九
号
中

「次
に
掲
げ
る

」
を
削
り
、
「４

条
１
項

」
を
「４

条

」
に
改
め
、
ア
及
び
イ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
同

欄
第
七
号
と
し
、
同
項
同
欄
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
十
二
号
中
「

８
�
９
又
は
１０

」
を
「６

及
び
７

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
九
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
十
三
号
を

同
項
同
欄
第
十
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
十
四
号
中
「又

は
８

」
を
「及

び
６

」
に
、
「１２

条

」
を
「１２

条

た
だ
し
書

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
十
一
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
十
五
号
中
「１３

条

」
を
「１３

条

２
項

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
十
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

１３
港
湾
施
設
に
物
を
放
置
し
た
者
等
に
対
し
、
そ
の
搬
出
又
は
撤
去
を
命
ず
る
こ
と
。
（
条



１４
条
の
２
）

１４
港
湾
施
設
を
損
傷
し
た
者
等
に
対
し
、
そ
の
港
湾
施
設
を
原
状
に
回
復
す
る
よ
う
指
示
す
る

こ
と
。
（
条


１５
条
１
項
・
２
項
）

３
た
め
池
に
お
け
る
禁
止
行
為
を
許
可
す
る

こ
と
。
（
条
５
条
１
項
）

４
た
め
池
の
管
理
状
況
の
報
告
を
徴
し
、
又

は
当
該
職
員
に
管
理
の
状
況
の
検
査
を
さ
せ

る
こ
と
。
（
条
６
条
）

５
災
害
防
止
の
た
め
の
必
要
な
措
置
を
と
る

よ
う
管
理
者
に
勧
告
す
る
こ
と
。（
条
７
条
）

６
管
理
者
に
対
し
�
た
め
池
の
保
全
に
関
す

る
技
術
的
援
助
を
行
う
こ
と
。
（
条
８
条
）

は
�
変
更
後
の
占
用
を
い
う
	

）
」
を
「占

用
を
許
可
し
�
又
は
当
該
許
可
事
項
の
変
更

」
に
改
め
、
「�

同
項
同
欄
第
四
号
中
「１３
条
１
項

」
を
「１３

条

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第
九
号
中
「徴

収
し

」
の
次
に
「��
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別
表
三
小
豆
総
合
事
務
所
（
監
理
課
）
港
湾
法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
十
六
号
を
削

り
、
同
項
同
欄
第
十
七
号
中
「８

」
を
「６

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
十
五
号
と
し
、
同
項
同
欄

中
第
十
八
号
を
削
り
、
第
十
九
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
二
十
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
二
十
一
号
を
第

十
八
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
二
十
二
号
中
「町

長
等

」
を
「町

長

」
に
、
「報

告
等

」
を
「報

告

」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
十
九
号
と
し
、
同
表
小
豆
総
合
事
務
所
（
監
理
課
）
一
般
海
域
管
理
条
例
関
係

事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
一
号
中
「次

に
掲
げ
る

」
を
「占

用
若
し
く
は

」
に
、
「国

若
し
く

は
地
方
公
共
団
体

」
を
「国

等
」
に
改
め
、
ア
か
ら
ウ
ま
で
を
削
り
、
同
項
同
欄
第
五
号
中
「
（１

及
び

２
の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
	

）
」
を
削
り
、
同
項
同
欄
第
八
号
中
「着

手
等

」
を
「中

止
等

」
に
改

め
、
同
表
小
豆
総
合
事
務
所
（
監
理
課
）
屋
外
広
告
物
条
例
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
中
第

八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

３
禁
止
区
域
に
お
け
る
道
標
、
案
内
図
板
等
の
広
告
物
の
表
示
等
を
許
可
す
る
こ
と
。
（
条
５

条
３
項
）

備
考１

土
木
担
当
次
長
は
、
（
監
理
課
）
一
般
関
係
事
務
の
項
所
長
等
専
決
事
項
の
欄
１
に
定
め

る
事
項
を
専
決
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
土
木
担
当
次
長
が
不
在
の
と
き

は
、
主
管
課
長
が
当
該
事
項
を
、
一
時
、
土
木
担
当
次
長
に
代
わ
つ
て
決
裁
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

別
表
三
小
豆
総
合
事
務
所
（
監
理
課
）
住
宅
金
融
公
庫
法
関
係
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
三
文
書
館
の
項
所
長
等
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

１
文
書
等
の
寄
託
を
受
け
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
。

別
表
三
林
業
事
務
所
森
林
法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
二
号
中
「伐

採

」
の
次
に
「�

択
伐

」
を
、
「４

項

」
の
次
に
「�
３４
条
の
３

」
を
加
え
、
同
項
同
欄
第
三
号
中
「間

伐

」
を
「択

伐
又

は
間
伐

」
に
、
「４４

条

」
を
「３４

条
の
３
第
２
項
�
４４
条

」
に
改
め
、
同
表
林
業
事
務
所
森
林
公
園
規
則

関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
二
号
中
「募

金
等
の
行
為

」
を
「営

業
行
為
等

」
に
、
「５

条

１
項
２
号
・
３
号
・
２
項

」
を
「５

条

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第
三
号
中
「
（営

業
行
為
の
許
可
を
除

く
	

）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
四
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３
森
林
公
園
の
利
用
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
す
る
こ
と
。
（
規
７
条
）

別
表
三
林
業
事
務
所
森
林
公
園
規
則
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

５
森
林
公
園
へ
の
入
園
を
拒
否
し
、
又
は
森
林
公
園
か
ら
の
退
去
を
命
ず
る
こ
と
。（
規
９
条
）

別
表
三
保
健
福
祉
事
務
所
（
環
境
管
理
室
）
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の
項

「

「
中

法

…廃
棄
物
の
処
理

�����

及
び
清
掃
に
関

�����

す
る
法
律

法

…廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律

������������省

…廃
棄
物
の
処
理

������������

及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
施
行

規
則

を

に
改
め
、
同
項
所
長
等
委
任
事
項
の

」

」

欄
第
五
号
中
「９

条
の
２
第
１
項

」
の
次
に
「�

９
条
の
２
の
２
第
１
項
・
２
項

」
を
加
え
、
同
項
同
欄

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

１２
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
に
係
る
届
出
を
受
け
、
及
び
そ
の

受
理
証
を
交
付
す
る
こ
と
。
（
法
１５
条
の
２
の
４
、
省
１２
条
の
７
の
７
第
４
項
・
５
項
）

別
表
三
保
健
福
祉
事
務
所
（
環
境
管
理
室
）
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の
項

所
長
等
専
決
事
項
の
欄
第
六
号
中
「４

項

」
を
「６

項

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第
九
号
中
「全

部
若
し
く

は
一
部
の

」
を
削
り
、
「１４

条
の
３

」
の
次
に
「�

１４
条
の
３
の
２
第
１
項
・
２
項

」
を
加
え
、
同
項
同

欄
第
十
号
中
「１５

条
の
２
の
４
第
１
項

」
を
「１５

条
の
２
の
５
第
１
項

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第
十
二
号

及
び
第
十
三
号
中
「１５

条
の
２
の
４
第
３
項

」
を
「１５

条
の
２
の
５
第
３
項

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第
十

「

四
号
中
「法

」
の
次
に
「１５

条
の
２
の
６
�

」
を
加
え
、
同
表
保
健
所
医
療
法
関
係
事
務
の
項
中

法政�������省

「
を

…医
療

法
…医

療
法
施
行
令

�������

…医
療
法
施
行
規

則

法

…医
療

法

����

����

政

…医
療
法
施
行
令

に
改
め
、
同
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
中
第
十

」

」

一
号
及
び
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
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下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

６
病
院
又
は
診
療
所
の
診
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
の
設
置
等
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
法
１５

条
３
項
）

７
病
院
の
医
師
の
宿
直
の
免
除
を
許
可
す
る
こ
と
。
（
法
１６
条
た
だ
し
書
）

８
病
院
又
は
診
療
所
の
専
属
薬
剤
師
の
設
置
の
免
除
を
許
可
す
る
こ
と
。（
法
１８
条
た
だ
し
書
）

別
表
三
保
健
所
介
護
保
険
法
関
係
事
務
の
項
を
削
り
、
同
表
保
健
所
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
関
係
事

務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
中
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第
七
号
を
第
九

号
と
し
、
第
六
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
を
第
七
号
と
し
、
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、

同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

６
化
製
場
等
の
設
置
等
の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
化
製
場
等
の
設
置
者
等
に
対
し
、
当
該
施

設
の
使
用
の
制
限
若
し
く
は
禁
止
を
命
ず
る
こ
と
。
（
法
７
条
、
８
条
、
９
条
５
項
）

別
表
三
保
健
所
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
中
第
二
号
を
第
四
号

と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

２
化
製
場
等
の
設
置
を
許
可
す
る
こ
と
。
（
法
３
条
１
項
、
８
条
）

３
化
製
場
等
の
構
造
設
備
等
の
変
更
又
は
そ
の
経
営
の
停
止
若
し
く
は
廃
止
の
届
出
を
受
け
る

こ
と
。
（
法
３
条
２
項
、
８
条
、
規
５
条
、
６
条
）

別
表
三
保
健
所
大
気
汚
染
防
止
法
関
係
事
務
の
項
か
ら
水
道
法
関
係
事
務
の
項
ま
で
及
び
備
考
の
項
並

び
に
中
讃
福
祉
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
児
童
福
祉
法
関
係
事
務
の
項
所

長
等
委
任
事
項
の
欄
第
二
十
一
号
中
「�

保
健
福
祉
事
務
所
長
及
び
中
讃
福
祉
事
務
所
長

」
を
「及

び
保

健
福
祉
事
務
所
長

」
に
改
め
、
同
表
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
西
部
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
児
童
福
祉

法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
二
十
号
中
「西

讃
保
健
福
祉
事
務
所
長
及
び
中
讃
福
祉
事
務

所
長

」
を
「中

讃
保
健
福
祉
事
務
所
長
及
び
西
讃
保
健
福
祉
事
務
所
長

」
に
改
め
、
同
表
身
体
障
害
者
総

合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
身
体
障
害
者
相
談
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
三
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
川
部
み
ど
り
園
の
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
の
契
約

を
締
結
す
る
こ
と
。（
法
７７
条
）

社
会
福
祉
法
関
係
事

務法
…
社
会
福
祉
法

川
部
み
ど
り

園

１
学
長
の
県
外
旅

行
を
命
じ
、
及
び

そ
の
復
命
を
受
け

る
こ
と
。

２
教
員
の
調
査
研

究
等
を
行
う
た
め

の
外
国
旅
行
を
命

じ
、
及
び
そ
の
復

命
を
受
け
る
こ
と
。

１
授
業
料
を
減
免
す
る
こ
と
。

（
規
１１
条
１
項
・
２
項
）

２
授
業
料
の
分
納
を
許
可
し
、

又
は
そ
の
納
付
を
猶
予
す
る
こ

と
。
（
規
１２
条
１
項
）

１
教
員
が
教
育
に
関
す
る
他
の

職
を
兼
ね
、
又
は
教
育
に
関
す

る
他
の
事
業
若
し
く
は
事
務
に

従
事
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
。

（
法
１７
条
１
項
）

２
教
員
の
研
修
に
要
す
る
施
設
、

研
修
を
奨
励
す
る
た
め
の
方
途

そ
の
他
研
修
に
関
す
る
計
画
を

樹
立
す
る
こ
と
。
（
法
２１
条
２

項
）

３
教
員
が
現
職
の
ま
ま
で
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
長
期
に
わ
た

る
研
修
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
法
２２
条
３
項
）

１
既
納
の
授
業
料
等
の
不
還
付

の
特
例
を
承
認
す
る
こ
と
。
（

香
川
県
使
用
料
、
手
数
料
条
例

５
条
）

２
非
常
勤
講
師
及
び
学
校
医
を

委
嘱
し
、
又
は
解
嘱
す
る
こ
と
。

３
学
校
の
施
設
又
は
設
備
の
使

用
を
許
可
し
、
そ
の
許
可
の
条

件
を
変
更
し
、
又
は
そ
の
許
可

を
取
り
消
す
こ
と
。

４
学
校
の
施
設
又
は
設
備
の
使

用
許
可
の
期
間
を
更
新
す
る
こ

保
健
医
療
大
学
規
則

関
係
事
務

規
…
香
川
県
立
保
健

医
療
大
学
規
則

教
育
公
務
員
特
例
法

関
係
事
務

法
…
教
育
公
務
員
特

例
法

そ
の

他

保
健
医
療
大

学
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別
表
三
医
療
短
期
大
学
看
護
教
員
修
学
資
金
貸
付
条
例
関
係
事
務
の
項
を
削
り
、
同
表
医
療
短
期
大
学

教
育
公
務
員
特
例
法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
三
号
を
削
り
、
同
項
同
欄
第
二
号
中
「２０

条
３
項

」
を
「２２

条
３
項

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
三
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
一
号
中
「１９

条
２

項

」
を
「２１

条
２
項

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
二
号
と
し
、
同
項
同
欄
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一

号
を
加
え
る
。

１
教
員
が
教
育
に
関
す
る
他
の
職
を
兼
ね
、
又
は
教
育
に
関
す
る
他
の
事
業
若
し
く
は
事
務
に

従
事
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
。
（
法
１７
条
１
項
）

別
表
三
食
肉
衛
生
検
査
所
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の
項
所

長
等
委
任
事
項
の
欄
中
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
十
四
号

と
し
、
第
二
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

１３
食
肉
販
売
業
者
か
ら
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
法
１７
条
１
項
４
号
）

別
表
三
食
肉
衛
生
検
査
所
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の
項
所

長
等
委
任
事
項
の
欄
中
第
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

１１
確
認
規
程
の
廃
止
の
届
出
を
受
け
、
そ
の
認
定
の
効
力
を
失
う
日
を
定
め
る
こ
と
。
（
法
１６

条
８
項
）

別
表
三
食
肉
衛
生
検
査
所
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の
項
所

長
等
委
任
事
項
の
欄
に
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
と
し
て
次
の
九
号
を
加
え
る
。

１
食
鳥
処
理
の
事
業
を
許
可
す
る
こ
と
。
（
法
３
条
）

２
食
鳥
処
理
場
の
構
造
等
の
変
更
を
許
可
す
る
こ
と
。
（
法
６
条
１
項
）

３
食
鳥
処
理
の
事
業
の
許
可
事
項
の
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
法
６
条
３
項
）

４
食
鳥
処
理
業
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
法
７
条
２
項
）

５
食
鳥
処
理
の
事
業
の
許
可
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
停
止
を
命
じ
、
又
は
食
鳥
処
理
場
の
整

備
改
善
を
命
じ
、
若
し
く
は
使
用
を
禁
止
す
る
こ
と
。
（
法
８
条
、
９
条
）

６
食
鳥
処
理
衛
生
管
理
者
の
設
置
又
は
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
法
１２
条
６
項
）

７
食
鳥
処
理
業
者
に
対
し
、
食
鳥
処
理
衛
生
管
理
者
の
解
任
を
命
ず
る
こ
と
。
（
法
１３
条
、
１６

条
６
項
）

８
食
鳥
処
理
場
の
廃
止
、
休
止
又
は
再
開
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
法
１４
条
）

９
確
認
規
程
又
は
そ
の
変
更
を
認
定
す
る
こ
と
。
（
法
１６
条
１
項
・
２
項
）

別
表
三
食
肉
衛
生
検
査
所
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の
項
所

長
等
委
任
事
項
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

１６
食
鳥
処
理
業
者
等
か
ら
報
告
を
徴
し
、
又
は
当
該
職
員
に
食
鳥
処
理
場
等
の
立
入
検
査
を
さ

せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
食
鳥
と
た
い
等
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
。
（
法
３７
条
１
項
、

３８
条
１
項
）

別
表
三
川
部
み
ど
り
園
の
項
を
削
り
、
同
表
高
等
技
術
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
三
畜
産
試
験
場
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の
項
所
長
等

専
決
事
項
の
欄
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
項
同
欄
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

と
。

５
学
校
の
施
設
又
は
設
備
の
使

用
料
を
減
免
す
る
こ
と
。

６
保
健
医
療
大
学
に
お
け
る
奨

学
を
目
的
と
す
る
寄
附
金
を
受

け
る
こ
と
。

７
１
件
の
評
価
額
５００
万
円
未

満
の
教
育
用
物
品
又
は
図
書
の

寄
附
又
は
贈
与
を
受
け
る
こ
と

８
教
員
用
職
員
住
宅
の
借
入
れ

を
決
定
し
、
借
入
れ
の
条
件
を

変
更
し
、
又
は
借
入
契
約
を
解

除
す
る
こ
と
。

１
訓
練
手
当
を
支
給
し
な
い
こ

と
を
決
定
す
る
こ
と
。
（
規
８

条
）

２
訓
練
手
当
の
受
給
資
格
を
認

定
す
る
こ
と
。
（
規
９
条
）

１
生
徒
等
の
教
育
計
画
を
策
定

し
、
及
び
実
施
す
る
こ
と
。

２
職
業
転
換
訓
練
の
実
施
に
伴

う
委
託
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

訓
練
手
当
支
給
規
則

関
係
事
務

規
…
訓
練
手
当
支
給

規
則

そ
の

他

高
等
技
術
学

校

（
負
担
付
き
の
場
合
を
除
く
。
）
。
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１
検
定
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
通
知
し
、
規
格
に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
規
格
適
合
表
示
を
容

器
等
に
付
す
る
こ
と
。
（
法
２７
条
１
項
、
条
１
条
、
規
２
条
）

別
表
三
土
地
改
良
事
務
所
土
地
改
良
法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

１９
団
体
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
専
門
技
術
者
の
委
嘱
を
行
う
こ
と
。

別
表
三
土
地
改
良
事
務
所
土
地
改
良
法
関
係
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
三
土
地
改
良
事
務
所
海
岸
法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
一
号
中
「次

に
掲
げ
る

」

を
削
り
、
「許

可
事
項
の
変
更
に
あ
つ
て
は
�
変
更
後
の
占
用
又
は
行
為
を
い
う
	

）
」
を
「土

石
の
採

取
を
除
く
	

）を
許
可
し
�
当
該
許
可
事
項
の
変
更

」
に
改
め
、
ア
か
ら
オ
ま
で
を
削
り
、
同
項
同
欄
第

九
号
を
削
り
、
同
項
同
欄
第
八
号
中
「徴
収
し

」
の
次
に
「�

減
免
し

」
を
、
「１

条

」
の
次
に
「�

４

条

」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
九
号
と
し
、
同
項
同
欄
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第

六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

４
海
岸
管
理
者
以
外
の
者
が
施
行
す
る
海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
工
事
の
設
計
及
び
実
施
計
画

を
承
認
し
、
又
は
当
該
承
認
に
代
わ
る
国
等
か
ら
の
協
議
に
応
ず
る
こ
と
（
施
行
面
積
が
３００

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
。
（
法
１３
条
）

別
表
三
土
地
改
良
事
務
所
海
岸
法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
十
号
中
「着

手
又
は

」
を

削
り
、
同
表
土
木
事
務
所
道
路
法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
二
十
号
中
「又

は
こ
れ
を

」

を
「減
免
し
�
又
は

」
に
、
「１

条

」
を
「１

条
�
２
条
３
項

」
に
改
め
、
同
表
土
木
事
務
所
海
岸
法
関

係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
一
号
中
「次

に
掲
げ
る

」
を
削
り
、
「許

可
事
項
の
変
更
に
あ
つ

て
は
�
変
更
後
の
占
用
又
は
行
為
を
い
う
	

）
」
を
「土

石
の
採
取
を
除
く
	

）を
許
可
し
�
当
該
許
可

事
項
の
変
更

」
に
改
め
、
ア
か
ら
オ
ま
で
を
削
り
、
同
項
同
欄
第
四
号
中
「１３

条
１
項

」
を
「１３

条

」
に

改
め
、
同
項
同
欄
第
九
号
中
「徴

収
し

」
の
次
に
「�

減
免
し

」
を
、
「１

条

」
の
次
に
「�

４
条

」
を

加
え
、
同
項
同
欄
第
十
号
を
削
り
、
同
項
同
欄
第
十
一
号
中
「着

手
又
は

」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
同
欄

第
十
号
と
し
、
同
項
同
欄
中
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
上
げ
、
同
表
土
木
事
務
所
砂
防
法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
三
号
中
「お

い
て
�
次

に
掲
げ
る

」
を
「お

け
る

」
に
、
「�

又
は

」
を
「�

又
は
当
該

」
に
改
め
、
ア
及
び
イ
を
削
り
、
同
項

同
欄
第
四
号
中
「許

可
期
間
が
１
年
以
内
の

」
を
削
り
、
「又

は

」
を
「又

は
当
該

」
に
改
め
、
同
項
同

欄
第
七
号
中
「開

始
�

」
を
削
り
、
「１０

条
１
項
・
２
項

」
を
「１０

条

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第
十
一
号

中
「
（３

�
４
及
び
５
の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
	

）
」
を
削
り
、
同
表
土
木
事
務
所
急
傾
斜
地
の
崩

壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三

号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。５

急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
の
施
行
を
命
ず
る
こ
と
。
（
法
１０
条
１
項
・
２
項
）

別
表
三
土
木
事
務
所
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委

任
事
項
の
欄
第
六
号
中
「急

傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
又
は

」
を
「急

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
内
の
土
地
又

は
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
若
し
く
は

」
に
、
「を

検
査
す
る

」
を
「に

関
し
�
当
該
職
員
に
立
入
検
査

を
さ
せ
る

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第
十
号
を
削
り
、
同
項
同
欄
第
十
一
号
中
「６

条
２
項

」
を
「６

条

」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
十
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
十
二
号
を
同
項
同
欄
第
十
一
号
と
し
、
同
表
土

木
事
務
所
港
湾
法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
一
号
中
「次

に
掲
げ
る
占
用

（許
可
事
項
の

変
更
に
あ
つ
て
は
�
変
更
後
の
占
用
を
い
う
	

）
」
を
「占

用
を
許
可
し
�
当
該
許
可
事
項
の
変
更

」
に

改
め
、
ア
か
ら
ウ
ま
で
を
削
り
、
同
項
同
欄
第
五
号
中
「行

い
�
又
は
施
設
の
撤
去
等
を
命
ず
る

」
を
「

行
う

」
に
、
「�

８
又
は
１０

」
を
「及

び
６

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
中
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
同

項
同
欄
第
八
号
中
「次

に
掲
げ
る
占
用

（許
可
事
項
の
変
更
に
あ
つ
て
は
�
変
更
後
の
占
用
を
い
う
	

）」

を
「占

用
を
許
可
し
�
又
は
当
該
許
可
事
項
の
変
更

」
に
改
め
、
「�

規


５
条

」
を
削
り
、
ア
か
ら
ウ

ま
で
を
削
り
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
六
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
九
号
中
「次

に
掲
げ
る

」
を
削
り
、
「４

条
１
項

」
を
「４

条
」
に
改
め
、
ア
及
び
イ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
七
号
と
し
、
同
項
同
欄
中
第

十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
十
二
号
中
「８

�
９
又
は
１０

」
を
「６

及
び
７

１
た
め
池
の
状
況
又
は
そ
の
変
更
の
届
出
を

受
け
る
こ
と
。
（
条
４
条
１
項
）

２
た
め
池
の
埋
立
て
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

（
条
４
条
２
項
）

３
た
め
池
に
お
け
る
禁
止
行
為
を
許
可
す
る

こ
と
。
（
条
５
条
１
項
）

４
た
め
池
の
管
理
状
況
の
報
告
を
徴
し
、
又

は
当
該
職
員
に
管
理
の
状
況
の
検
査
を
さ
せ

る
こ
と
。
（
条
６
条
）

５
災
害
防
止
の
た
め
の
必
要
な
措
置
を
と
る

よ
う
管
理
者
に
勧
告
す
る
こ
と
。（
条
７
条
）

６
管
理
者
に
対
し
、
た
め
池
の
保
全
に
関
す

る
技
術
的
援
助
を
行
う
こ
と
。
（
条
８
条
）

た
め
池
の
保
全
に
関

す
る
条
例
関
係
事
務

条
…
た
め
池
の
保
全

に
関
す
る
条
例

����

����

」
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古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

に
改
め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
九
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
十
三
号
を
同
項
同
欄
第
十
号
と
し
、
同
項
同
欄

第
十
四
号
中
「又

は
８

」
を
「及

び
６

」
に
、
「１２

条

」
を
「１２

条
た
だ
し
書

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項

同
欄
第
十
一
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
十
五
号
中
「１３

条

」
を
「１３

条
２
項

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
同
欄

第
十
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

１３
港
湾
施
設
に
物
を
放
置
し
た
者
等
に
対
し
、
そ
の
搬
出
又
は
撤
去
を
命
ず
る
こ
と
。
（
条



１４
条
の
２
）

１４
港
湾
施
設
を
損
傷
し
た
者
等
に
対
し
、
そ
の
港
湾
施
設
を
原
状
に
回
復
す
る
よ
う
指
示
す
る

こ
と
。
（
条


１５
条
１
項
・
２
項
）

別
表
三
土
木
事
務
所
港
湾
法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
十
六
号
を
削
り
、
同
項
同
欄
第

十
七
号
中
「又

は
８

」
を
「及

び
６

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
十
五
号
と
し
、
同
項
同
欄
中
第
十

八
号
を
削
り
、
第
十
九
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
二
十
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
二
十
一
号
を
第
十
八
号

と
し
、
同
項
同
欄
第
二
十
二
号
中
「市

町
長
等

」
を
「市

町
長

」
に
、
「報

告
等

」
を
「報

告

」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
同
欄
第
十
九
号
と
し
、
同
表
土
木
事
務
所
一
般
海
域
管
理
条
例
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任

事
項
の
欄
第
一
号
中
「次

に
掲
げ
る

」
を
「占

用
若
し
く
は

」
に
、
「国

若
し
く
は
地
方
公
共
団
体

」
を

「国
等

」
に
改
め
、
ア
か
ら
ウ
ま
で
を
削
り
、
同
項
同
欄
第
五
号
中
「
（１
及
び
２
の
許
可
に
係
る
も
の

に
限
る
	

）
」
を
削
り
、
同
項
同
欄
第
八
号
中
「着

手
等

」
を
「中
止
等

」
に
改
め
、
同
表
土
木
事
務
所

「

「

都
市
公
園
法
関
係
事
務
の
項
中

栗
林
公
園
�
坂
出
緩

衝
緑
地
及
び
瀬
戸
大

�������

�������

橋
記
念
公
園
に
係
る

事
務
を
除
く
	

栗
林
公
園
�
坂
出
緩

衝
緑
地
�
香
川
県
総

合
運
動
公
園
�
香
川

������������県
立
丸
亀
競
技
場
及

������������
び
瀬
戸
大
橋
記
念
公

園
に
係
る
事
務
を
除

く
	

を

に
改
め
、

」

」

同
表
土
木
事
務
所
屋
外
広
告
物
条
例
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、

第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３
禁
止
区
域
に
お
け
る
道
標
、
案
内
図
板
等
の
広
告
物
の
表
示
等
を
許
可
す
る
こ
と
。
（
条
５

条
３
項
）

別
表
三
高
松
港
管
理
事
務
所
港
湾
法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
一
号
中
「次

に
掲
げ
る

占
用

（許
可
事
項
の
変
更
に
あ
つ
て
は
�
変
更
後
の
占
用
を
い
う
	

）
」
を
「占

用
を
許
可
し
�
当
該
許

可
事
項
の
変
更

」
に
改
め
、
ア
か
ら
ウ
ま
で
を
削
り
、
同
項
同
欄
第
五
号
中
「行

い
�
又
は
施
設
の
撤
去

等
を
命
ず
る

」
を
「行
う

」
に
、
「又

は
１１

」
を
「及

び
１１

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第
八
号
中
「２００

ト

ン

」
を
「５００

ト
ン

」
に
、
「船

舶

」
を
「船

舶

（旅
客
定
期
船
を
除
く
	

）
」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第

九
号
中
「次
に
掲
げ
る
占
用

（許
可
事
項
の
変
更
に
あ
つ
て
は
�
変
更
後
の
占
用
を
い
う
	

）
」
を
「占

用
を
許
可
し
�
又
は
当
該
許
可
事
項
の
変
更

」
に
改
め
、
「�

規


５
条

」
を
削
り
、
ア
か
ら
ウ
ま
で
を

削
り
、
同
項
同
欄
第
十
号
中
「次

に
掲
げ
る

」
を
削
り
、
「４

条
１
項

」
を
「４

条

」
に
改
め
、
ア
及
び

イ
を
削
り
、
同
項
同
欄
第
十
五
号
中
「又

は
９

」
を
「及

び
９

」
に
、
「１２

条

」
を
「１２

条
た
だ
し
書

」

に
改
め
、
同
項
同
欄
第
十
六
号
中
「１３

条

」
を
「１３

条
２
項

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第
十
七
号
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

１７
港
湾
施
設
に
物
を
放
置
し
た
者
等
に
対
し
、
そ
の
搬
出
又
は
撤
去
を
命
ず
る
こ
と
。
（
条



１４
条
の
２
）

別
表
三
高
松
港
管
理
事
務
所
港
湾
法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
十
九
号
を
削
り
、
同
項

同
欄
第
十
八
号
中
「又

は

」
を
「及

び

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
十
九
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
十

七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

１８
港
湾
施
設
を
損
傷
し
た
者
等
に
対
し
、
そ
の
港
湾
施
設
を
原
状
に
回
復
す
る
よ
う
指
示
す
る

こ
と
。
（
条


１５
条
１
項
・
２
項
）

別
表
三
高
松
港
管
理
事
務
所
海
岸
法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
一
号
中
「次

に
掲
げ
る

を
削
り
、
「許

可
事
項
の
変
更
に
あ
つ
て
は
�
変
更
後
の
占
用
又
は
行
為
を
い
う
	

）
」
を
「土

石
の
採

取
を
除
く
	

）を
許
可
し
�
当
該
許
可
事
項
の
変
更

」
に
改
め
、
ア
か
ら
オ
ま
で
を
削
り
、
同
項
同
欄
第

四
号
中
「１３

条
１
項

」
を
「１３

条

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第
九
号
中
「徴

収
し

」
の
次
に
「�

減
免
し

」

を
、
「１

条

」
の
次
に
「�

４
条

」
を
加
え
、
同
項
同
欄
第
十
号
を
削
り
、
同
項
同
欄
第
十
一
号
中
「着

手
又
は

」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
十
号
と
し
、
同
項
同
欄
中
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十

三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
推
進
事
務
所
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/
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